
主催：公益社団法人静岡県労働基準協会連合会 各地区労働基準協会

職場におけるいじめ・嫌がらせを防止するためのパワーハラスメント防止に関する法律が、

2020年6月1日から施行され、2022年4月からこれまで努力義務とされていた中小企業でも義務化

されます。法律の施行により大手企業ではすでに対応が始められていますが、中小企業において

も早急な対応が求められます。

今回のセミナーは、静岡労働局監督課長の廣瀬格也氏、雇用環境均等室長の石山玲子氏を迎え

て開催します。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改

正内容と対応策の基本事項や必ず押さえておきたいポイントなどを確認する機会として頂ければ

と思います。

経営首脳者、人事、労務、総務など各部門の責任者、同担当者の方など、多くの方々のご参加
をお待ちしております。



申込書に所要事項を記入の上、(公社)静岡県労働基準協会連合会にFAXか郵送、窓口にてお申し込み

ください(事前申込制)。当日、名簿でお名前を確認させて頂きますので、会場受付までお越しください。

お申込み後に出席できなくなった場合は連合会までご連絡ください。

【お申込み・問い合わせ先】

公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2丁目17-5 静基連会館

◆電話 054-254-1012

◆FAX 054-254-4043

事業場名 
 
 

事業場 

規 模 

(チェックを入

れて下さい。) 

□50 人未満   □50～99 人 

 

□100～299人 □300人以上 

所 在 地  

〒 

 

連
絡
担
当
者 

氏名 

 
TEL  

所属・役職 

 
FAX  

参 
 

加 
 

者 

フリガナ  所属・役職 

 
氏 名 

 

フリガナ  所属・役職 

 
氏 名  

 《個人情報について》上記の個人情報につきましては、本セミナーの実施目的以外には使用いたしません。


